
新卒者就職実現プロジェクト
① ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金
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① 対象者 ： 未内定の大学生、高校生等（平成2０年3月以降の卒業生）
② 支給対象事業主 ： 奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則３ヵ月の有期雇用を経て未

就職卒業者を正規雇用として雇入れた事業主
③ 支給額等 ：

（ⅰ）有期雇用期間・・・対象者１人につき月額１０万円（有期雇用期間は原則３ヵ月間。有期雇用期間終了後に支給）
（ⅱ）有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者１人につき５０万円（雇入れから３ヵ月経過後に支給）

６か月経過後正規雇用契約有期雇用開始

未就職卒業者を対象とした、正規雇用への
移行を前提とした有期雇用（原則３ヵ月）

雇入れから６か月経過後に事業主に１００万円支給

卒業後３年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため有期雇用で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、「３年以
内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給し、新卒者の受入れに係る負担を軽減し、採用インセンティブを高めるとともに、正規雇用へ
の移行の促進を図る。

【支給イメージ】

② ３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金

① 対象者 ： 大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者 (平成２０年３月以降の卒業生) 
② 支給対象事業主 ：

卒業後３年以内の既卒者（平成２０年３月以降に卒業）も対象とする求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後
３年以内の既卒者を正規雇用として雇入れた事業主

③ 支給額等 ： 正規雇用での雇入れから６ヵ月経過後に、１００万円を支給

ハローワークにおいて、事業主に対し既卒者の応募機会の拡大の周知・啓発を行うとともに、卒業後３年以内の大卒者等も対象とす
る新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」を支給する。これにより、
既卒者の新卒者枠による採用の普及促進を図る。

【支給イメージ】

３か月経過後改めて正規雇用契約を締結
正規雇用契約

有期雇用開始

未就職卒業者を対象とした、正規雇用への
移行を前提とした有期雇用（原則３ヵ月）

事業主に月10万円支給

有期雇用契約
（原則３ヵ月）

雇入れから３か月経過後に事業主に５０万円支給期間の定めのない雇用

６ヵ月経過後正規雇用（期間の定めがない雇用）開始

大学等を卒業（平成２０年３月以降）後、安定し
た就労経験がない既卒者を正規雇用

正規雇用契約

雇入れから６ヵ月経過後に事業主に１００万円支給 （
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